
令和２年度 
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JR根室本線（滝川～新得間）フォトコンテストの入賞作品を使ったカレンダー 

 



報告第１号 

平成３１年（令和元年）度事業報告について 

 

１．根室本線の取り組み 

・根室本線対策協議会（滝川市・赤平市・芦別市・富良野市・南富良野町・新得町・占冠村）の取り組み 

根室本線対策協議会は滝川市・赤平市・芦別市・富良野市・南富良野町・占冠村・新得町

の７市町村の首長及び議長で構成し、根室本線（滝川駅～新得駅）の維持・活性化に向け

た活動に積極的に取り組んでいます。 

月  日 内            容 

９月２日 【ＪＲ北海道及び北海道への要請活動】 

ＪＲ北海道への要請 

・ＪＲ北海道では中期経営計画 2023 

において他社の車両による観光列車の 

運行が計画されていることから、根室 

線においても広域観光周遊ルートとし 

て観光列車の運行がされるよう要請。 

北海道への要請 

・平成 30年３月に策定した「北海道交通政策指針」に基づいた、北海道

のこれからの考え方について確認。 

・令和３年度以降のＪＲ北海道に対する支援について、国に対し抜本的

な支援策が講じられるよう特段の配慮を要請。 

１０月 ２日 

 

【根室本線カレンダー作成】 

 平成 30年度に実施した「ＪＲ根室本線（滝川～ 

新得間）フォトコンテスト～鉄道のある風景・四季～」 

の入賞作品を使ったカレンダー1,000枚作成。 

１１月２２日 

 

【鉄道フォーラム in赤平の開催】 

・講演：「鉄路の果たす役割～日本遺産「炭鉱港」に学ぶ～」 

・講師：札幌国際大学観光学部国際観光学科 教授 吉岡 宏高 氏 

・参加者 103名 

 



１２月２４日 

～３０日 

【デジタルサイネージによる JR宣伝事業の実施（新千歳空港）】 

平成 30年度に実施した「JR根室本線（滝川 

～新得間）フォトコンテスト～鉄道のある風 

景・四季～」の入賞作品全 17点を４本のエア 

ポートビジョンを使って紹介。 

２月２５日 【北海道及び北海道議会との意見交換】 

 北海道交通政策局長、喜多道議会議員、本間道議会議員と北海道が描

いている将来の鉄道網について意見交換会を行った。 

・根室線アクションプラン実行委員会の取組 

根室線アクションプラン実行委員会はＪＲ北海道が主体となり、根室線を維持・活性化す

るために策定する「根室線アクションプラン」に基づき、利用促進や経費削減などに取り

組むことにより、地域の皆様とＪＲ北海道が一体となって取り組む気運を醸成することを

目的としています。 

月  日 内            容 

５月 【駅の環境美化の取組】 

 ふらの観光協会・富良野建設業青年会に 

より、富良野駅前のロータリーに花壇を整 

備しました。ポットには、富良野市の特産 

であるワイン樽を使い、ラベンダーを中 

心とした花々をベストシーズンに合わせて植え、国内外から訪れる観光

客をお出迎えしました。 

５月１６日 

～５月２２日 

【観光案内所の設置】 

 「たきかわ菜の花まつり」に合わせ、滝川駅待合室内に期間限定の案

内所を設置しました。JR を利用して滝川に来られたお客様にイベント内

容やアクセス等をご案内しました。 

８月３日 【行事等での鉄道利用及び呼びかけ】 

 「あかびらマラニック」にあわせて、根室線を利用して参加した皆様

を対象とした抽選会を実施しました。今年は会場へのシャトルバスルー

トを変更し、根室線の利用促進を図りました。 

９月２９日 【観光列車の運行】 

 札幌～富良野間の「フラノラベンダーエクス 

プレス」として活躍した「クリスタルエクスプ 

レス」がラストランを迎えました。地域の皆様 

のご協力による特産品販売、太鼓演奏、ご当地 

キャラクターのお見送り等を富良野駅で実施しました。 



２．富良野線の取り組み 

・富良野線連絡会議（旭川市・美瑛町・上富良野町・中富良野町・富良野市）の取り組み 

富良野線連絡会議は、旭川市が主体となり、旭川市・美瑛町・上富良野町・中富良野町・

富良野市の５市町の首長で構成され、富良野線の維持・活性化に取り組んでいます。 

月  日 内            容 

７月２７日 【ＪＲこども見学ツアー】 

・参加者：小学生 11名、保護者 10名 

 ＪＲ旭川駅及び旭川運転所を見学。 

１０月１４日 【ご当地キャラクター連携イベント】 

・旭川、美瑛、上富良野、中富良野、 

富良野の各駅で実施。総参加者数 143名 

１２月２３日 

～１月２０日 

【鉄道絵画コンクール】 

・応募総数 42作品（応募者数 42名） 

ＪＲ旭川駅南コンコースにて受賞作品（24作品）のパネル展を開催。 



・富良野線アクションプラン実行委員会の取組 

富良野線アクションプラン実行委員会はＪＲ北海道が主体となり、ＪＲ北海道の徹底した

経営努力を前提に、鉄路を持続的に維持する仕組みを構築する目的で策定したアクション

プランに地域の関係者の協力を得ながら取り組んでいます。 

月  日 内            容 

６月８日 

～９月２３日 

【富良野・美瑛キャンペーンの実施】 

 JR 北海道では富良野線沿線を美しく彩る季節の花々やパッチワークの

風景をお客様にお楽しみいただくため、６月からキャンペーンを展開し

た。毎年恒例となっている臨時駅「ラベンダー畑駅」の設置のほか、本

年は富良野・美瑛ノロッコ号で新しいデザインの機関車が運転するなど、

富良野線の利用促進に取組みました。 

６月８日 

～９月２３日 

【観光案内所の設置】 

富良野・美瑛キャンペーンにあわせ、上富良野駅に「かみふらの十勝

岳観光協会」が中富良野駅には「中富良野観光協会」が観光案内所を設

置しました。 

富良野・美瑛ノロッコ号のお客様などに地域の魅力をご案内しました。 

９月１日 【富良野線１２０周年関連イベントの実施】 

地元有志の皆様が主催し、開駅１２０周年イベントを実施しました。

沿線の郷土太鼓によるライブや沿線の物産品を集めた駅マルシェのほ

か、美瑛駅の歴史を振り返るトークライブが行われ、駅の記念日を祝い

ました。 



議案第１号 

令和２年度事業計画（案）について 
 

令和元年度及び令和 2年度において、国はＪＲ北海道に対して総額 400億円

台の支援を行うこととしており、また、ＪＲ北海道の極めて厳しい経営状況を

踏まえ、北海道と関係市町村は、維持困難線区における定時性や利便性、快適

性の向上などの利用促進に資する緊急的かつ臨時的な地域独自の支援を行うこ

ととしております。 

鉄路は、通学や通院の移動手段として地域住民の生活の足を支えるとともに、

農作物の貨物輸送や観光による地域経済の活性化を進める上においても極めて

重要な社会資本であり、富良野市としては、北海道や沿線市町村とともに、鉄

路の維持存続に向け下記の事項の取組を図ってまいります。 

 

利用促進について 

(1) 市民は、１年間に１回以上ＪＲを利用するよう努めます。 

(2) 市内事業者は、出張等にＪＲを利用するよう努めます。 

(3) 市は、ＪＲ北海道の事業範囲の見直しに関する情勢を的確に市民へ情報

提供し、根室線・富良野線の利用促進に努めます。 



富良野市根室本線・富良野線利用推進協議会規約 

 

（名 称） 

第 1 条 この会の名称は、富良野市根室本線・富良野線利用推進協議会（以下「協議会」と

いう。）と称す。 

 

（目 的） 

第 2 条 この協議会は、鉄道事業の合理化を防止し、運行体系の改善と整備に対処すると共

に、利用推進に努め、地域住民の交通利便を確保することを目的とする。 

 

（構 成） 

第 3条 協議会は、別表の団体をもって構成する。 

 

（役 員） 

第 4 条 協議会に会長、副会長、監事を置き、会長は市長をもって充て、副会長及び監事は

会長の指名した者をもって充てる。 

2 会長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。 

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 

4 監事は、協議会の経理を監査する。 

 

（会 議） 

第 5条 協議会の会議は、定期総会及び臨時総会とする。 

2 定期総会は年１回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。 

3 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

4 会議は、第 3条に掲げる団体の会員をもって構成し、次に掲げる事項を審議し、決定す

る。 

(1) 事業計画の決定及び変更に関すること 

(2) 予算及び決算に関すること 

(3) 規約の制定及び改廃に関すること 

(4) その他会長が必要と認めた事項に関すること 

5 会員は、やむを得ない理由により出席できない場合は代理を出席させることができるこ

ととし、その者の出席をもって当該会員の出席とみなす。 

6 会長は、必要に応じて会員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことが

できる。 

 

（事務局） 

第 6 条 協議会の事務局は、富良野市企画振興課に置き、事務局長は副市長をもって充て

る。 

 

（会 計） 

第 7条 協議会の運営に要する経費は、市負担金、構成団体負担金及びその他の収入をもっ

て充てる。 

2 負担金の額は、会議の議決を経て定める。 



（会計年度） 

第 8条 協議会の会計年度は、4月 1日から始まり、翌年 3月 31日に終了する。 

 

（その他） 

第 9 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定め

る。 

 

附 則 

1. この規約は、昭和 60年 7月 4日から施行する 

2. 「富良野市国鉄合理化等防止対策協議会」及び「富良野市根室本線利用推進協議会」は

廃止する 

3. 昭和 62年 7月 10日一部改正 

4. 平成 11年 7月 2日一部改正 

5. 平成 12年 6月 26日一部改正 

6. 平成 13年 6月 26日一部改正 

7. 平成 19年 8月 31日一部改正 

8. 平成 29年 4月 7日一部改正 

 

別表（第 3条関係） 

区  分 所属・職名 

市 富良野市長 

市議会 

富良野市議会 議長 

富良野市議会 副議長 

富良野市議会 総務文教委員長 

富良野市議会 市民福祉委員長 

富良野市議会 経済建設委員長 

富良野市議会 議会運営委員長 

商工団体 
富良野商工会議所 会頭 

山部商工会 会長 

農業団体 

ふらの農業協同組合 代表理事組合長 

富良野農民連盟 委員長 

山部農民連盟 委員長 

東山農民連盟 委員長 

富良野市農業委員会 会長 

観光事業者 
ふらの観光協会 会長 

新富良野プリンスホテル 総支配人 

労働団体 富良野地区労働組合連合会 会長 

青年団体 富良野青年会議所 理事長 

女性団体 
富良野中央婦人会 会長 

富良野消費者協会 会長 

物流事業者 

富良野建設業協会 会長 

北印株式会社 代表取締役 

富良野地方卸売市場株式会社 代表取締役社長 



日本通運株式会社富良野支店 支店長 

富良野通運株式会社 代表取締役社長 

交通事業者 
JR北海道富良野駅 駅長 

ふらのバス株式会社 代表取締役社長 

教育関係者 

富良野市教育委員会 教育長 

富良野高等学校 校長 

富良野緑峰高等学校 校長 

地域代表 

朝日町連合会 会長 

本町連合会 会長 

若松町連合会 会長 

日の出町連合会 会長 

幸町連合会 会長 

末広町連合会 会長 

栄町連合会 会長 

若葉町連合会 会長 

緑町連合会 会長 

扇町・南町連合会 会長 

春日町・東町連合会 会長 

桂木・北斗町連合会 会長 

弥生町連合会 会長 

東部第一町内連合会 会長 

東部第二町内連合会 会長 

瑞穂町連合会 会長 

麻町連合会 会長 

西町連合会 会長 

学田連合会 会長 

新富町連合会 会長 

北の峰町連合会 会長 

島の下連合会 会長 

御料連合会 会長 

五区連合会 会長 

布部連合会 会長 

扇山地区連合会 会長 

大沼連合会 会長 

鳥沼地区連合会 会長 

布礼別地区連合会 会長 

麓郷振興会 会長 

山部地区総合振興協議会 会長 

東山地域連絡協議会 会長 

 

 


